
春の交通安全県民総ぐるみ運動の実施について 

 

１　期間 

　　令和８年４月６日（月）から１５日（水）までの１０日間 

２　重点推進事項 

（１） 通学路・生活道路におけるこどもを始めとする 

　　　歩行者の安全確保 

（２） 「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全 

　　　運転意識の向上 

（３） 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルール 

     の理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進 

    ○　全ての自転車利用者に対してヘルメットの着用 

         が努力義務化されています。

 　　　　「自転車とヘルメットはワンセット」を合言葉に、

         ヘルメットを必ず着用しましょう。

　　　○　令和８年４月１日から、自転車の交通違反に 

        青切符が導入されます。 

　　　　 自転車も「車両の仲間」ですので、交通ルールを守って交通事故を 

　　　　防ぎましょう。

                      

令 和 ８ 年 ４ 月 号

栃木県那珂川警察署

T E L 0 2 8 7 - 9 2 - 0 1 1 0

下 郷 駐 在 所

T E L 0 2 8 7 - 9 3 - 0 4 6 0

　令和８年中の下郷駐在所事件事故発生件数　　　　 刑 法 犯　　　　 ●０　件 

（３月３１日現在の手集計）　　　　　　　　　　　 重傷事故　 　　　●０　件 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　重傷・・・１か月以上の治療を要する負傷



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


